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原稿について

　本誌では、投稿原稿を受け付けています。以下の執筆要領にしたがって原稿を編集局までお送り下さい。原
稿の採用については、編集委員会が中心になって査読を行いますが、必要に応じて関連分野の専門家に依頼し
決定します。
　原稿は、ワードプロセッサーまたはコンピュータソフトを用いて作成する。原稿のファイルを図表のファイ
ルとともに、編集局へメールの添付書類にてお送りください（送り先：hideo-iwasaki@waseda.jp）。メールで
送信できない場合には、プリントアウトした原稿１部（図表を含む）とそれらのファイルを保存したCD-
ROMなどを編集局へ送付下さい。ワープロソフトは一般に使われているものなら何でも結構ですが、使用し
たOS、ワープロソフト、氏名及びファイル名を記憶媒体の上に明記して下さい。図版等のカラー印刷につき
ましては、編集担当までお問い合わせ下さい。なお、非会員で総説または技術ノートを執筆いただいた場合、
会費免除で１年間本学会会員になれます。
　総説，技術ノート，論文，海外レポートについては，2011年第１号より，発刊時に日本時間生物学会のホー
ムページ上の学会誌コーナーにpdfファイルで閲覧することになりましたので，予めご了承ください。また，
別刷は配布いたしません。公開に伴うメールアドレスの公開を見合わせたい方はご連絡ください。

１．総説と技術ノート

１）原稿の長さは、図、表、文献を含め刷り上がりで４～５ページ程度（１頁は約2100字と考えて下さい：横
１行23文字で１頁46×２＝92行）とする。

２）第１頁に表題、著者名、所属及びその所在地、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス及び脚注（必要が
ある場合）を記す。

３）第２頁に400字程度のアブストラクトを記入する。
４）本文に節を設ける場合、１.、２.、３.、・・・・とする。
５）参考文献の数は特に制限しないが、50編以内が望ましい。参考文献は、引用順に通し番号を付けて文末に

まとめて掲げる。本文中の引用個所には、通し番号を［　］で示す。
（例）Aschoff による［１］、・・・・である［２- ４］。
６）文末の参考文献の記載は、次のようにする。
［雑誌］　通し番号）著者名：誌名、巻数、ページ（発行年）
［書籍］　通し番号）著者名：書名、ページ、発行所（発行年）
（例）１）Aschoff  J, Gerecke U, Wever R: Jpn J Physiol 17:450-457（1967）
　　 ２）Aschoff  J: Circadian Clocks, ed. Aschoff  J, pp 95-111, North-Holland, Amsterdam（1965）
７）表は原則として３～５程度とするが、必要に応じて増やすことができる。簡潔な標題と必要な説明をつけ

て、本文とは別の用紙に作成する。
８）図は原則として３～５程度とするが必要に応じて増やすことができる。図には簡単な標題を付ける。図の

標題と説明は別紙にまとめる。
９）図及び表は、図１、図２、・・・、表１、表２、・・・の通し番号で表示する。
10）図及び表を文献から引用した場合、引用を明記するとともに、引用の許可が必要な場合には、著者の責任

で許可をとっておく。
２．研究グループ紹介

　研究室や研究グループの紹介記事。刷り上がりで１～２頁程度。執筆者を含む顔写真、または研究現場のス
ナップ写真を少なくとも１枚は添付する。写真には標題と説明を付ける。
３．海外レポート

　留学などで滞在した研究室、訪問した研究施設、あるいは海外調査や見聞の紹介記事。写真があれば添付す
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る。刷り上がりで２～４頁程度とする。
４．関連集会報告

　国内外の関連集会の紹介記事。写真があれば添付する。刷り上がりで２～４頁程度。

【倫理】ヒトを対象とした研究においては、厚生労働省による「臨床研究に関する倫理指針」、厚生労働省・文
部科学省による「疫学研究に関する倫理指針」、文部科学省・厚生労働省・経済産業省による「ヒトゲノム・
遺伝子解析研究に関する倫理指針」に則り、倫理委員会の審査・許可を経た上で行ったものであることを前提
とします。また、動物を対象とする研究においては、所属機関の動物実験委員会等の規定に従い、十分な配慮
の上行った研究であることを前提とします。したがって、以上の指針・規定に沿っていない研究については掲
載することが出来ませんので、ご注意ください。
 
【利益相反】研究データの公正かつ適切な判断のため、研究に関連する可能性のある利益相反（Confl ict of 
Interest：COI）が存在する場合は、本文中に必ず記述してください。所属機関等の第三者がCOIを管理して
いない場合も、できる限り研究に関与した研究者にCOIが存在することが明らかな場合は記述してください。
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